
第１４回大館市子ども・子育て会議 

 

 

日時 平成 31年 3月 20 日(水) 18:00～ 

場所 総合福祉センター３階第２研修室 

 

 

 

次    第 

 

 

１．開 会 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議 事 

（１）平成３０年度事業実績及び平成３１年度事業計画について 

    ①子ども・子育て支援事業計画「教育・保育の量＋13事業」 

    ②その他事業 

（２）平成３１年度入園状況及び待機児童数（見込み）について 

（３）幼児教育無償化について（H31.10 施行予定） 

（４）その他 

①平成 31年度 特定教育・保育施設及び小規模保育施設の利用定員 

    ②施設整備等に伴う定員増（2,3 号）の年齢別内訳 

    ③地域子育て支援拠点事業への要望について 

    ④子ども・子育て会議スケジュール 

 

４．閉 会 



（１）平成３０年度事業実績及び平成３１年度事業計画

　①子ども・子育て支援事業計画　　教育・保育の量＋13事業

見込み量（見直し後） 確保方策（見直し後）

1 教育・保育の量の見込みと確保方策

１号   179人
２号 1,114人
３号 1,2歳児 604人
　　 0歳児   190人

１号  195人
２号 1,040人
３号  1,2歳児604人
　　　0歳児184人

１号   207人
　　　(新制度207人)
２号 1,509人
　　　(新制度1,048人)
３号 1,2歳児616人
　　　(新制度568人)
     0歳児199人
　　　(新制度149人)

H30.4.1待機児童数：0歳
児3人、1歳児16人、2歳
児1人　計20人

2 利用者支援事業
　（特定型／母子保健型）
 専任職員　：１人／２人
 相談等件数：859件／1,362件(1月末)

　特定型　　：１箇所

　母子保健型：１箇所

特定型：
　１箇所、専任職員１人

母子保健型：
　１箇所、専任職員２人

母子保健型（さんまぁ
る）をH28.7開設

3 地域子育て支援拠点事業

４箇所
　つどいの広場ひよこ
　城南子育て相談室
　扇田地域子育て支援センター
　たしろ子育て支援室（自主事業）

４箇所、延べ8,438人 ４箇所

4 妊婦健康診査 　受診者数：延べ人数 4,639人 延べ人数 5,226人 通年実施
自主事業として実施
また、産後１か月健診と併
せて、「妊産婦健康診査」
として実施

5
乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん
事業）

　対象家庭数：327戸
　家庭訪問数：321戸 370人 全戸訪問

6

養育支援訪問事業、子
どもを守るための地域
ネットワーク機能強化
事業

大館市子ども・家族支援ネットワーク会
議の実施

養育支援訪問事業は未実施

－ 研修、啓蒙活動の実施

地域ネットワーク構成員の
専門性向上を図るための研
修や住民への啓蒙活動
養育支援訪問事業の実施を
検討中

7
子育て短期支援事業
（ショートステイ・ト
ワイライトステイ）

トワイライト　１箇所
　白百合ホーム
　平日　延べ293人、実人数25人
　休日　延べ344人、実人数27人

ﾄﾜｲﾗｲﾄ ：1箇所、739人
ｼｮｰﾄｽﾃｲ：1箇所、42人

ﾄﾜｲﾗｲﾄ ：1箇所、1,825人
ｼｮｰﾄｽﾃｲ：1箇所、42人

H29.4ショートステイ開
始
（北秋田市・陽清学園へ
委託）

8 ファミリー・サポート・センター事業

　利用会員182人、協力会員44人、
　両方会員15人、会員計241人
　利用人数延べ919人
　利用時間2,235.5h

183人 6,240人
（受入可能年間延人数）

9 一時預かり事業
一般型：２箇所、延べ人数：1,313人
　たしろ保育園、白百合ホーム
幼稚園型：２箇所、延べ人数：6,045人

　一般型
　　３箇所1,080人
　幼稚園型
　　９箇所11,003人

　一般型
　　３箇所7,400人
　幼稚園型
　　９箇所55,611人

認定こども園８施設及び大
館幼稚園のすべてで実施し
ているが、補助要件を満た
した施設が２施設（他は自
主事業扱い）

10 延長保育事業

実人数511人
１６箇所
　市立保育園９園、私立保育園１園、
　私立認定こども園６園

450人 １７箇所、1,677人
認定こども園１施設が未実
施、１施設が補助要件を満
たしていないため自主事業
扱い

11 病児保育事業
２箇所
病児：マミースマイル 延べ人数1,022人
病後児：エンジェル　 延べ人数　 54人

947人 ２箇所、3,564人
H29.9 企業主導型保育事
業による病児保育開設
504人(H31.2現在)

12
放課後児童クラブ（放
課後児童健全育成事
業）

放課後児童健全育成事業
19箇所　965人

　908人
（内訳）
　小学1～3年 729人
　小学4～6年 179人

１９施設、1,100人

ほかに放課後子ども教室
推進事業も実施
　6施設、244人(H29実
績)

13 実費徴収に係る補足給付を行う事業 未実施 － 検討

14
多様な主体が本制度に
導入することを促進す
るための事業

未実施 － 検討

№ 事　業　名 平成30年度実績（H31.2現在）
平成31年度計画

備考



　②その他事業

○新規拡充事業　（NO.1～6：H28～ 、 NO.7～12：H30～）

№ 事業名 負担割合 事業内容 平成30年度実績（H31.2現在） 平成31年度計画

1
すこやか子育て支
援事業の拡充策①

県1/2、市1/2
H28.4.2以降に、第３子以降が生まれた世帯を対象
に、第２子以降の保育料を全額助成。

　１７３人　※うち、多子軽減による保育料０
円の者３９人を含む

　継続実施

2
保育補助者雇上強

化事業
国3/4、県1/8、

市1/8
保育士の負担を軽減し離職防止を図るため、１施
設当たり１名の短時間保育補助者の賃金を補助。

　私立２園（４名） 　継続実施

3
保育士宿舎借り上

げ支援事業
国1/2、市1/4、

法人1/4
人材確保及び離職防止のため、保育士用の宿舎
（アパートの1室も可）を借り上げる費用を補助。

　私立５園（８名） 　継続実施

4
認定こども園整備事
業、保育所緊急整

備事業

国1/2、市1/4、
法人1/4

老朽化した旧幼稚園舎の大規模改修及び増改築
（建て替え）

　大館八幡こども園
　　　H31.3末 完了予定（増改築）
　向陽こども園
　　　H31.2.16 完了（大規模修繕）

　実施予定なし

5
大館市はちくんすく
すく子育て支援事業

市10/10
H29.4.1以降に第１子が生まれた世帯を対象に、地
域限定商品券10万円分を贈呈。

　１１５人 　継続実施

6
大館市働くパパママ
応援企業啓発事業

国1/2、市1/2

※H31は
市10/10

大館市働くパパママ応援企業認定事業所の動画
（DVD）を作製。各企業の説明会での活用のほか、
ダイジェスト版を市の出前講座や子どもハローワー
ク等で活用。

認定マーク：１０社へ配付（累計全３８社）
DVD作製：５社（累計２５社）
　　※ダイジェスト版DVDを市内の小・中・高・
　　　短大・大学へ配付予定
子どもハローワークとコラボ：１３社で小中学
生の取材・体験等を実施。参加８９人

　継続実施

※地方創生推進交付金の事
業対象は平成30年度まで。
　平成31年度は市単独で継
続実施

7
すこやか子育て支
援事業の拡充策②

県1/2、市1/2

Ⅰ．H30.4.2以降に、第２子が生まれた世帯を対象
に、第２子の保育料を全額助成。
Ⅱ．H30.4.2以降に、第３子以降が生まれた世帯を
対象に、所得制限を緩和。

Ⅰ．９人　　　Ⅱ．７人 　継続実施

8
子育てファミリー支

援事業
県1/2、市1/2

H30.4.2以降に、第３子が生まれた世帯を対象に、
一時預かりや病児保育、ファミリーサポートセンター
利用料として、年15,000円を助成。

９人 　継続実施

9
大館市在宅子育て

支援給付事業
市10/10

H30.4.1以降に生まれた満１歳未満の子を、在宅で
子育てした場合、6か月で5万円、12か月でプラス5
万円を給付する。

３９人 　継続実施

10
大館市認定保育施
設利用支援事業

市10/10
待機児童解消のため、大館市認定保育施設（託児
所）と保育園との差額を助成する。

３９人 　継続実施

11
大館市育児休業支

援助成事業
市10/10

保護者が育児休業を取得しやすい環境を整備する
ため、育児休業期間6か月で15万円、12か月でプラ
ス15万円を、企業に助成する。

８人 　継続実施

12
ファミリーサポートセ
ンター事業の拡充

国、県、市
各1/3

※差額は
市10/10

保護者が利用しやすいように、また協力会委員の
待遇を改善するため、料金を改正する。
利用料　500円→300円
協力会員　500円→600円

利用人数：延べ９１９件
利用時間：  2,235.5ｈ
※対前年度比　５倍

　継続実施

○目標達成に向けた準備（今後の事業開始に向けた検討）

№ 事業名 負担割合等 事業内容（目標） 平成30年度実績（H31.2現在） 平成31年度計画

13 病児保育事業
国、県、市

各1/3
公立保育園での「体調不良児対応型」の実施

検討
※NO.15　企業主導型保育事業の病児保育
を実施する事業所を積極的に支援

ニーズ調査結果を基に検討

14 休日保育事業
国1/2、県1/4、

市1/4

休日保育の増員または増設
※子どものための教育・保育給付費の加算事業と
して、現在乳児保育園で実施

検討 ニーズ調査結果を基に検討

15 企業主導型保育事業 国、企業
設置を検討する市内事業所への支援
※平成28年度に国で「企業主導型保育事業」新設

H30.4 ニプロ株式会社「元気ひろば保育園」
開設
定員：0～5歳 31人
H31.4 大館桂工業株式会社「バンビーニ」開
設予定　　定員：0～2歳 27人

引き続き、設置を検討してい
る事業所を積極的に支援す
る

16
公立保育施設の

統廃合
－

【児童館】　統廃合の方針決定
　天下町児童館、山館児童館：
　　　　H32.3.3 集団指導終了及び閉館

　※松峰児童館は、H29.3 集団指導終了
　　当分の間、施設は子育て支援関係に活用

【へき地】　待機児童を考慮しながら、統廃合を検討

【児童館】
天下町児童館　H30.3閉館
山館児童館　H31.3閉館
　→児童数の減少により閉館時期を前倒し

【へき地】
へき地保育所連携委員会へ方針説明
　→児童数が10人を下回った場合に地元と
協議

【児童館】
松峰児童館の利活用を検討

【へき地】
入所児童数が10人を下回っ
た場合に、地元と随時協議



０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

市立保育園 39 91 107 147 152 165 701

私立保育園 9 23 30 62

認定こども園（１号） 50 41 45 136

認定こども園（２・３号） 48 110 133 147 146 160 744

小規模保育 4 5 5 14

幼稚園 6 7 7 20

へき地保育所 35 36 48 42 161

認可外保育施設 16 42 36 5 4 1 104

計 116 271 346 391 398 420 1,942

10 21 6 1 0 0 38

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

市立保育園 43 92 125 149 165 185 759

私立保育園 9 33 24 66

認定こども園（１号） 42 53 54 149

認定こども園（２・３号） 57 109 124 142 153 146 731

小規模保育 6 8 1 15

幼稚園 6 6 4 16

へき地保育所 29 44 39 44 156

認可外保育施設 19 41 17 10 7 7 101

計 134 283 320 393 423 440 1,993

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計

-18 -12 26 -2 -25 -20 -51計

区分

入
園
児
数

入園児数増減（Ｈ３１－Ｈ３０）

区分

（２）平成３１年度入園状況及び待機児童数（見込み）

区分

入
園
児
数

待機児童数（H31.2.28時点）

（参考）平成３０年度入園状況



満
３
歳
児

３
歳
児

４
歳
児

５
歳
児

合
計

０
歳
児

１
歳
児

２
歳
児

小
計

３
歳
児

４
歳
児

５
歳
児

小
計

合
計

1 城南保育園 ― 6 18 22 46 43 43 43 129 175 175 175 変更なし

2 城南保育園分園 ― 3 7 8 18 10 11 11 32 50 50 50 変更なし

3 有浦保育園 ― 12 18 30 60 30 30 30 90 150 150 150 変更なし

4 釈迦内保育園 ― 3 8 12 23 15 15 22 52 75 75 75 変更なし

5 十二所保育園 ― 6 6 6 18 10 11 11 32 50 50 50 変更なし

6 扇田保育園 ― 9 16 21 46 24 25 25 74 120 120 120 変更なし

― 3 3 6 12 10 12 16 38 50 50 変更なし

― 6 8 11 25 15 15 15 45 70 70 変更なし

9 たしろ保育園 ― 9 18 33 60 46 47 47 140 200 200 200 変更なし

10 ― 18 26 26 70 0 70 70

11 ― 5 8 7 5 25 10 20 30 60 40 40 40 120 180 205

前 7 11 12 30 11 17 22 50 30 30 30 90 140 170

後 8 8 8 24 13 24 24 61 30 30 30 90 151 175

13 ― 8 8 9 25 15 18 18 51 18 20 20 58 109 134

14 ― 5 5 5 15 7 11 17 35 13 12 10 35 70 85

15 ― 5 11 10 10 36 6 12 12 30 15 16 16 47 77 113

16 ― 8 15 14 13 50 6 10 10 26 15 16 16 47 73 123

17 ― 5 5 5 15 3 6 12 21 9 8 12 29 50 65

― 1 1 2 3 6 9 18 9 9 9 27 45 47

19 ― 8 8 9 25 25

20 ― 5 5 5 15 0 15 15

前 18 68 69 68 223 141 233 310 684 352 360 373 1,085 1,769 1,992

後 18 69 66 64 217 143 240 312 695 352 360 373 1,085 1,780 1,997

18

合計

7

8

12

大館ホテヤ第二こども園

大館カトリック幼稚園・保育園

向陽こども園

大館八幡こども園

大館乳児保育園

西館保育園 90

東館保育園 60

※各年齢の人数は設定人数であり、実際は上記の人数を超えて受入する場合があります。

みらいっこ園 15 変更なし

2,118

47 変更なし

大館幼稚園 25 変更なし

123 変更なし

扇田こども園 98 変更なし

85 変更なし

宮の杜神明こども園 113 変更なし

210
１号減員
３号増員

南が丘こども園 135 変更なし

70 変更なし

大館ホテヤこども園 227 変更なし

認
可
定
員

備考

（４）その他　　　①平成３１年度　特定教育・保育施設及び小規模保育施設の利用定員

NO. 施設名

変
更
区
分

１号 ２・３号 利
用
定
員
総
計



（４）その他　　　　②施設整備等に伴う定員増（2、3号）の年齢別内訳

　◆認可施設 （平成23年度以降）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 計

1 H23.4 19 35 41 5 5 5 110
　はちまんの森保育園・南が丘保育園開所、エンジェル保育園（H27.4名称変更　大
館ホテヤこども園）増改築、有浦保育園新築、公立私立定員見直し

2 H24.4 24 25 21 5 5 5 85 　公立定員見直し

3 H25.4 4 3 2 15 15 15 54 　はちまんの森保育園増改築（H27.4名称変更　大館八幡こども園）

4 H26.4 0 6 0 15 15 15 51 　南が丘保育園増改築（H27.4名称変更　南が丘こども園）

5 H27.4 19 36 36 38 39 40 208
　こひつじ保育園（H28.4認定こども園　大館カトリック幼稚園・保育園）・向陽こども園
（H27.4認定こども園）・宮の杜神明こども園（H27.4認定こども園）　３施設新築開所

6 H27.10 3 6 9 9 9 9 45 　大館ホテヤ保育園新築開所（H29.4認定こども園　大館ホテヤ第二こども園）

7 H28.1 5 5 5 0 0 0 15 　みらいっこ園新築開所（H28.1市認可事業　小規模保育）

8 H28.4 9 18 20 15 15 15 92 　扇田こども園新築開所（H28.4認定こども園）、南が丘こども園増改築

9 H31.4 2 7 2 11 　大館八幡こども園増改築（旧幼稚園舎）

85 141 136 102 103 104 671

　◆その他

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 増員計

1 H29.9 6 6 6 18 　成寿会 企業主導型保育施設「キッズテラスアットセイジュ」開設

2 H30.4 31 　ニプロ 　企業主導型保育施設「元気ひろば保育園」開設　　※合計のみ記載

3 H31.4 9 9 9 27 　大館桂工業 　企業主導型保育施設「バンビーニ」開設

76 　※合計のみ記載

№ 異動年月
内訳

内容

年齢別計

内訳
異動年月№ 内容

年齢別計



 

 

（４）その他  ③地域子育て支援拠点事業への要望について 

 

１．要望 

大館市に子どもの遊び場を作る会 

要望書：H31.2.25「大館市における地域子育て支援拠点事業の改善を求める要望書」 

※署名4,516名分を添付（署名期間 1/25～2/25） 

 

［ 要 旨 ］ 

・一年中遊べる屋内の遊び場    ・スタッフが常駐 

・市民と意見交換する場を設ける  ・第二期子ども・子育て支援事業計画に反映する 

 

 

２．現状 

  ・会議資料（１）①NO.3記載のとおり４施設で実施（うち、１施設は自主事業） 

  ・３施設は市立保育園内で、１施設は有浦児童会館で実施 

→時間制限があり、また休日は未実施のことから、これまでも市中心部に、休日でも利用できる

専用の拠点施設の設置要望があった 

⇒委託先のＮＰＯ支援センターや各子育て支援団体の協力により、可能な範囲で拡充してきた 

［つどいの広場ひよこ］休日ひよこ（月１回） 

［団体やのサークル等の活動］ 

       各子育て相談室、各認定こども園の子育て支援室、わわわde子育てカフェ（月１回、

松峰児童館）、大館冒険あそびプレーパーク（５～２月の月１回、市内公園）など 

［保護者への周知］ 

    市が実施する広報やおおだて子育てねっとのほか、おおだて子育てカレンダーを配付

（毎月発行、おおだてde子育て作成（おおだて子育てカレンダー協議会）） 

 



　　（４）その他　　④子ども・子育て会議スケジュールについて

年月 子ども・子育て会議 各部会 事務局
国の主な動き

（想定）

H31.3
第14回子ども・子育て会議
　・幼児教育無償化
　・平成31年度保育料、利用定員

保育部会
　・平成31年度保育料、利用定員

H31.4 ニーズ調査票素案作成

H31.5
ニーズ調査素案への意見募集

H31.6

H31.7 ニーズ調査票作成、配付

H31.8 ニーズ調査回収、集計

H31.9
ニーズ調査結果の分析
「事業計画のとりまとめ」について、
県へ報告、調整（7～9月）

H31.10

第15回子ども・子育て会議
　・辞令交付
　・ニーズ調査の分析報告及び事
業計画の検討

事業計画素案作成
幼児教育無償化のスタート
（見込み）

H31.11 事業計画案完成

H31.12
事業計画の公開（パブリックコメン
ト）

平成32年度保育料国基準額
（案）通知

H32.1 事業計画の最終調整

H32.2
保育部会
　・平成32年度保育料、利用定員

H32.3
第16回子ども・子育て会議
　・平成32年度保育料、利用定員
　・事業計画の確定

事業計画を県知事へ提出
事業計画書の印刷発注

H32.4 第二期事業計画スタート

必要に応じ、随時、
会議及び部会を開催する



H31.3.19

① ①

第1子 3,000 第1子 0

第2子
以降

0
第2子
以降

0

第1子 3,000 第1子 0

第2子
以降

0
第2子
以降

0

0

※４～８月分は前年度、９～３月分は当該年度の市町村民税により区分を判定します。

※「生計を一にする」お子さんの年齢順に、第２子は半額、第３子以降は０円となります。
　 ただし、④から⑤までは小学校３年生までのお子さんだけで判断します。

　保育料が無料になるほか、新たに副食費も無料となる階層。

　保育料は無料となるが、給食費（主食・副食費とも）はこれまで同様実費負担となる階層。
　ただし、第３子以降の子（小学校３年生以下でカウント）に限り、副食費も無料となります。

※４～８月分は前年度、９～３月分は当該年度の市町村民税により区分を判定します。

③

市町村民税
所得割課税額

77,100円以下 0

④

77,101円以上
0

211,200円以下

⑤ 211,201円以上

ひとり親世帯等

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯含む）

及び中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律に
よる支援給付受給世帯

0 0

②
　　　市町村民税非課税世帯

※所得割非課税
世帯を含む

0

一般世帯

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯含む）

及び中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律に
よる支援給付受給世帯

0

１号認定

H31.10～　幼児教育無償化後保育料（見込み）

階層 定　　義

１号認定

教育標準時間　３～５歳児

一般世帯

211,200円以下

77,100円以下

④

77,101円以上
15,400

19,300⑤

③

市町村民税
所得割課税額

211,201円以上

大館市保育料（～H31.9）

教育標準時間　３～５歳児

軽減世帯

0

　　　市町村民税非課税世帯
※所得割非課税

世帯を含む

7,600

②

定　　義階層

0



H31.3.19

① ①

6,700 0

(6,700) (0)

第2子
以降 0

第2子
以降 0

6,700 6,700

(6,700) (6,700)

第2子
以降

0
第2子
以降

0

6,700 6,700

(6,700) (6,700)

第2子
以降

0
第2子
以降

0

6,700 6,700

(6,700) (6,700)

第2子
以降

0
第2子
以降

0

※カッコ内の数字は、保育短時間認定のかたの料金です。

※４～８月分は前年度、９～３月分は当該年度の市町村民税により区分を判定します。

※「生計を一にする」お子さんの年齢順に、第２子は半額、第３子以降は０円となります。
　 ただし、一般世帯④-2から⑧まで、ひとり親世帯等④-3から⑧までは、小学校就学前のお子さんだけで判断します。

　　保育料及び副食費とも無料となる階層。（０～２歳児は、主食も無料）

※０～２歳児の保育料は給食費（主食・副食費とも）を含む。
　また、多子軽減は現行と同じ。（保育所等に在籍している子でカウントし、第２子半額、第３子以降無料）

0 0

(76,400) (0) (0) (76,400) (0) (0)
⑧ 397,000円以上

78,000 0 0 78,000

0 0

397,000円未満 (58,800) (0) (0) (58,800) (0) (0)
⑦

301,000円以上 60,000 0 0 60,000

0 0

301,000円未満 (44,800) (0) (0) (44,800) (0) (0)
⑥

169,000円以上 45,700 0 0 45,700

0 0

169,000円未満 (32,700) (0) (0) (32,700) (0) (0)
⑤

97,000円以上 33,300 0 0 33,300

0 0

97,000円未満 (22,100) (0) (0) (22,100) (0) (0)
④-3

77,101円以上 22,500 0 0 22,500

0 0

(0) (0)

0 0

④-2
57,700円以上

　　　77,101円未満

22,500

(22,100)

0

(0)

0

(0)

第1子

0

(0)

第1子
0 0

(0) (0)

0 0

第1子
0 0

(0) (0)

0 0

③

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

48,600円未満
14,600

(14,400)

0

(0)

0

(0)

④-1
48,600円以上

　　　57,700円未満

22,500

(22,100)

0

(0)

0 0(0) (0)

0 0

②
市町村民税
非課税世帯

第1子
0 0

0

３歳児 ４，５歳児

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯含む）

及び中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律に
よる支援給付受給世帯

0 0 0 0 0 0

H31.10～　幼児教育無償化後保育料（見込み）

階層 定　義

保育標準時間（保育短時間）

一般世帯 ひとり親世帯等

０～２歳児 ３歳児 ４，５歳児 ０～２歳児

397,000円以上

※カッコ内の数字は、保育短時間認定のかたの料金です。

78,000

(76,400)

28,000 25,900

(76,400)(27,400) (25,300)

78,000

45,700 28,000 25,900

60,000 28,000 25,900

(25,300)397,000円未満

③

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
額

48,600円未満
14,600

(14,400)

97,000円未満

169,000円以上

169,000円未満 (32,700)

22,500

(22,100)

(27,400)

(27,400)

大館市保育料（～H31.9）

※４～８月分は前年度、９～３月分は当該年度の市町村民税により区分を判定します。

⑧

0

77,101円以上

301,000円未満

(58,800)

4,500

階層

33,300

⑦

301,000円以上

28,000

②

保育標準時間（保育短時間）

一般世帯

12,300

(12,100)

25,900

⑥

(27,400)(44,800)

⑤

97,000円以上

(25,300)

(19,800) (19,800)

ひとり親世帯等

第1子

(25,300)

４，５歳児０～２歳児０～２歳児 ３歳児

0

４，５歳児

0

0

生活保護法による被保護世帯
（単給世帯含む）

及び中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の

自立の支援に関する法律に
よる支援給付受給世帯

0

３歳児

0

0(4,500) (4,500)
第1子

市町村民税
非課税世帯

定　義

0

第1子
4,500 4,500

0

0

12,300

(12,100)

4,500

0

4,500

0

20,200

(4,500) (4,500)

(4,500) (4,500)

4,500

0

0

20,200 20,200

0

第1子20,200

(19,800)

4,500 4,500

(4,500) (4,500)

0 0

(22,100) (19,800) (19,800)

22,500 20,200

④-1

④-2

④-3

22,500

(22,100)

20,200

(19,800)

20,200

(19,800)

22,500

(22,100)

20,200

(19,800)

48,600円以上
　　　57,700円未満

57,700円以上
　　　77,101円未満

33,300 28,000 25,900

(32,700) (27,400) (25,300)

25,900

(44,800) (27,400) (25,300)

(58,800) (27,400)

25,900

45,700 28,000 25,900

(25,300)

　　保育料は無料となるが、給食費（主食・副食費とも）は実費負担となる階層。
　　ただし、第３子以降の子（保育所等に在籍している子でカウント）に限り、副食費も無料となります。

60,000 28,000

(27,400) (25,300)

28,000


